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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビークル（２０５）とリモートアプリケーションサーバ（２１０）との間で通信する方
法であって、前記方法は：
　ゲートウェイ装置コンピュータシステム（２３５）で、ビークルコンピュータシステム
（２２０）から送信されるアプリケーションメッセージを受信することと、
　前記ゲートウェイ装置コンピュータシステム（２３５）によって、前記アプリケーショ
ンメッセージを、前記アプリケーションメッセージに関連するリモートソフトウェアアプ
リケーション（２２５）を供給するリモートアプリケーションサーバ（２１０）に転送す
べきかどうかを判断することと、
　前記アプリケーションメッセージを転送すべきではない場合に、前記アプリケーション
メッセージを、前記ゲートウェイ装置コンピュータシステム（２３５）によって実行され
るローカルソフトウェアアプリケーション（３１５）に宛先を変更して送信し、前記ロー
カルソフトウェアアプリケーション（３１５）は前記リモートソフトウェアアプリケーシ
ョン（２２５）に対応し、前記ローカルソフトウェアアプリケーション（３１５）が前記
ビークルコンピュータシステム（２２０）と、前記リモートソフトウェアアプリケーショ
ン（２２５）が前記ビークルコンピュータシステム（２２０）と対話する形式と区別でき
ない形式で対話することと、
を含む、方法。
【請求項２】
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　前記ローカルソフトウェアアプリケーション（３１５）は、前記アプリケーションメッ
セージに含まれるデータを保存し、前記方法は更に、前記アプリケーションメッセージを
、宛先を変更して送信した後に：
　前記リモートアプリケーションサーバ（２１０）とのアップリンク接続を確立すること
と、
　前記保存データを、前記リモートアプリケーションサーバによって供給される前記リモ
ートソフトウェアアプリケーション（２２５）と同期させることと、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　更に、前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバ（２１
０）に転送すべきであると判断される場合に、前記アプリケーションメッセージを前記リ
モートアプリケーションサーバ（２１０）に転送することを含む、請求項１又は２に記載
の方法。
【請求項４】
　アプリケーションメッセージを受信することは、前記ビークル（２０５）から送信され
るアプリケーションメッセージを、第１通信規格を利用して受信することを含み、そして
前記アプリケーションメッセージを転送することは、前記アプリケーションメッセージを
、第２通信規格を利用して転送することを含み、
　前記アプリケーションメッセージは、複数のアプリケーションメッセージの第１アプリ
ケーションメッセージであり、前記方法は、
　優先度を前記第１アプリケーションメッセージに割り当てることと、
　前記第１アプリケーションメッセージを、前記複数のアプリケーションメッセージの第
２アプリケーションメッセージを転送する前に、前記第１アプリケーションメッセージに
割り当てられる前記優先度、及び前記第２アプリケーションメッセージに割り当てられる
優先度に少なくとも部分的に基づいて転送することと、
を更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ビークル（２０５）とリモートアプリケーションサーバ（２１０）との間の通信に使用
されるゲートウェイ装置（２３５）であって、前記装置は：
　アプリケーションメッセージをビークル（２０５）に搭載されるコンピュータシステム
（１００、２２０）から受信するように構成されるビークル通信ユニット（１１０、２４
０）であって、前記アプリケーションメッセージが、リモートソフトウェアアプリケーシ
ョン（２２５）を供給するリモートアプリケーションサーバ（２１０）に対応する宛先に
関連付けられる、前記ビークル通信ユニットと、
　前記ビークル通信ユニット（１１０、２４０）に接続されるプロセッサユニット（１０
４）と、を備え、前記プロセッサユニットは：
　　前記リモートソフトウェアアプリケーション（２２５）に対応するローカルソフトウ
ェアアプリケーション（３１５）を実行し；
　　前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバ（２１０）
に転送すべきかどうかを判断し；そして
　　前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバ（２１０）
に転送すべきではない場合に、前記アプリケーションメッセージを前記ローカルソフトウ
ェアアプリケーション（３１５）に宛先を変更して送信するようにプログラムされ、前記
ローカルソフトウェアアプリケーション（３１５）は前記コンピュータシステム（１００
、２２０）と、前記リモートソフトウェアアプリケーション（２２５）が前記コンピュー
タシステム（１００、２２０）と対話する形式と区別できない形式で対話する、ゲートウ
ェイ装置（２３５）。
【請求項６】
　前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバ（２１０）に
転送すべきである場合に、前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーシ
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ョンサーバ（２１０）に転送するように構成されるワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）
通信ユニット（１１０、２４５）を更に備える、請求項５に記載のゲートウェイ装置（２
３５）。
【請求項７】
　前記アプリケーションメッセージは、複数のアプリケーションメッセージの第１アプリ
ケーションメッセージであり、そして前記ＷＡＮ通信ユニット（１１０、２４５）は、前
記複数のアプリケーションメッセージの各アプリケーションメッセージを、前記アプリケ
ーションメッセージに対応するリモートアプリケーションサーバ（２１０）に、前記対応
するリモートアプリケーションサーバ（２１０）とのアップリンク接続を確立することが
できる場合に転送するように更に構成される、請求項６に記載のゲートウェイ装置（２３
５）。
【請求項８】
　記憶装置であって、前記アプリケーションメッセージが宛先を変更して送信されると、
前記ローカルソフトウェアアプリケーション（３１５）が、前記記憶装置内のデータを更
新する、前記記憶装置と、
　ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）通信ユニット（１１０、２４５）と、を更に備え
、前記ＷＡＮ通信ユニットは：
　　前記ローカルソフトウェアアプリケーション（３１５）が前記データを更新した後に
、前記リモートアプリケーションサーバ（２１０）とのアップリンク接続を確立し、そし
て
　　前記更新データを前記リモートアプリケーションサーバ（２１０）に送信するように
構成される、
請求項５に記載のゲートウェイ装置（２３５）。
【請求項９】
　前記ローカルソフトウェアアプリケーション（３１５）は、第１リモートソフトウェア
アプリケーション（２２５）に対応する第１ローカルソフトウェアアプリケーション（３
１５）であり、そして前記プロセッサユニット（１０４）は、
　前記第１ローカルソフトウェアアプリケーション（３１５）を第１仮想マシン（３２５
）内で実行し、
　第２リモートソフトウェアアプリケーション（２２５）に対応する第２ローカルソフト
ウェアアプリケーション（３１５）を第２仮想マシン（３２５）内で実行し、
　アプリケーションメッセージ群を、前記第２リモートソフトウェアアプリケーション（
２２５）を供給する第２リモートアプリケーションサーバ（２１０）に転送すべきかどう
かを判断し、
　アプリケーションメッセージ群を前記第２リモートアプリケーションサーバ（２１０）
に転送すべきではない場合に、前記第２リモートアプリケーションサーバ（２１０）に対
応する宛先に関連するアプリケーションメッセージ群を、前記第２ローカルソフトウェア
アプリケーション（３１５）に宛先を変更して送信するように更にプログラムされる、
請求項５から８のいずれか一項に記載のゲートウェイ装置（２３５）。
【請求項１０】
　コンピュータ実行可能コンポーネント群を有するプログラムを記録した１つ以上のコン
ピュータ可読媒体（１１８）であって、前記コンポーネント群は：
　ローカルソフトウェアアプリケーションコンポーネント（３２０）であって、該ローカ
ルソフトウェアアプリケーションコンポーネントがゲートウェイ装置（２３５）上の少な
くとも１つのプロセッサユニット（１０４）によって実行されると、前記少なくとも１つ
のプロセッサユニットがローカルソフトウェアアプリケーション（３１５）を実行するよ
うになる、前記ローカルソフトウェアアプリケーションコンポーネントと、
　ビークル通信インターフェースコンポーネント（３０５）であって、該ビークル通信イ
ンターフェースコンポーネントが少なくとも１つのプロセッサユニット（１０４）によっ
て実行されると、前記少なくとも１つのプロセッサユニットが、ビークル（２０５）に搭
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載されるコンピュータシステム（１１０、２２０）から送信されるアプリケーションメッ
セージを受信するようになる、前記ビークル通信インターフェースコンポーネントと、
　ルーティングコンポーネント（３３０）であって、該ルーティングコンポーネントが少
なくとも１つのプロセッサユニット（１０４）によって実行されると、前記少なくとも１
つのプロセッサユニットが：
　　前記アプリケーションメッセージを、前記アプリケーションメッセージに関連するリ
モートソフトウェアアプリケーション（２２５）を供給するリモートアプリケーションサ
ーバ（２１０）に転送すべきかどうかを判断し、そして
　　前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバ（２１０）
に転送すべきではない場合に、前記アプリケーションメッセージを、前記ローカルソフト
ウェアアプリケーション（３１５）に宛先を変更して送信し、前記ローカルソフトウェア
アプリケーション（３１５）は前記リモートソフトウェアアプリケーション（２２５）に
対応し、前記ローカルソフトウェアアプリケーション（３１５）は前記コンピュータシス
テム（１００、２２０）と、前記リモートソフトウェアアプリケーション（２２５）が前
記コンピュータシステム（１００、２２０）と対話する形式と区別できない形式で対話す
るようになる、
プログラムを記録した１つ以上のコンピュータ可読媒体（１１８）。
【請求項１１】
　前記アプリケーションメッセージは、第１リモートソフトウェアアプリケーション（２
２５）に対応する第１アプリケーションメッセージであり、そして前記ルーティングコン
ポーネント（３３０）によって、前記少なくとも１つのプロセッサユニット（１０４）は
、第２アプリケーションメッセージを、該第２アプリケーションメッセージに関連する第
２リモートソフトウェアアプリケーション（２２５）を供給する第２リモートアプリケー
ションサーバ（２１０）に転送するようになり、前記第２アプリケーションメッセージは
、第１アプリケーションメッセージの後に受信され、そして前記コンピュータ実行可能コ
ンポーネント群は更に、トラフィックシェーピングコンポーネント（３５５）を備え、該
トラフィックシェーピングコンポーネントが少なくとも１つのプロセッサユニット（１０
４）によって実行されると、前記少なくとも１つのプロセッサユニット（１０４）が：
　第１優先度を、前記第１リモートソフトウェアアプリケーション（２２５）に関連付け
、
　前記第１優先度よりも高い第２優先度を、前記第２リモートソフトウェアアプリケーシ
ョン（２２５）に関連付け、そして
　前記第１アプリケーションメッセージを転送する前に、前記第２アプリケーションメッ
セージを、前記第１優先度及び前記第２優先度に基づいて転送するようになる、
請求項１０に記載のプログラムを記録した１つ以上のコンピュータ可読媒体（１１８）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の分野は概して、ビークルに搭載されるコンピュータシステムとリモートコンピ
ュータシステムとの間の通信に関するものであり、特にアプリケーションメッセージをビ
ークルコンピュータシステムからリモートアプリケーションサーバに送信する方法及びシ
ステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　航空機のような少なくとも幾つかの公知のビークルは、アプリケーションメッセージを
利用して、データをリモートコンピュータシステムに送信するコンピュータシステムを含
む。更に、全てではないにしても、公知のビークルコンピュータシステム群の殆どは、ロ
ーカルネットワークとの接続を、無線ネットワーク接続規格のような所定の通信規格を用
いてこのような通信を行なう。
【０００３】
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　しかしながら、複雑さに起因して、またはこれらには限定されないが、機器の利用不可
、またはネットワーク故障のような他の問題に起因して、ビークルコンピュータシステム
は、ローカルネットワークとの接続を行なうことができない可能性がある。更に、ローカ
ルネットワークとの接続を行なうことができない場合、公知のビークルコンピュータシス
テム群は、リモートコンピュータシステム群と通信することができないおそれがある。こ
のような例では、通信は、ローカルネットワーク接続を確立することができるまで延期す
る必要があるので、アプリケーションメッセージの配信が遅延する。更に、ビークルコン
ピュータシステムにおける大量のメッセージは、極めて大容量のメモリを必要とし、そし
てビークルコンピュータシステムが故障する事象が発生すると、メッセージ紛失の危険に
晒されるおそれがある。
【発明の概要】
【０００４】
　１つの態様では、ビークルとリモートアプリケーションサーバとの間で通信する方法が
提供される。前記方法は、コンピュータシステムで、ビークルから送信されるアプリケー
ションメッセージを受信することと、そして前記アプリケーションメッセージを、前記ア
プリケーションメッセージに関連するリモートソフトウェアアプリケーションを供給する
リモートアプリケーションサーバに転送すべきかどうかを判断することと、を含む。前記
アプリケーションメッセージを転送すべきではない場合に、前記アプリケーションメッセ
ージを、前記コンピュータシステムによって実行されるローカルソフトウェアアプリケー
ションに宛先を変更して送信する。
【０００５】
　別の態様では、ビークルとリモートアプリケーションサーバとの間の通信に使用される
ゲートウェイ装置が提供される。前記ゲートウェイ装置は、アプリケーションメッセージ
をビークルに搭載されるコンピュータシステムから受信するように構成されるビークル通
信ユニットを含み、前記アプリケーションメッセージは、リモートソフトウェアアプリケ
ーションを供給するリモートアプリケーションサーバに対応する宛先に関連付けられる。
前記ゲートウェイ装置は更に、前記ビークル通信ユニットに接続され、かつ前記リモート
ソフトウェアアプリケーションに対応するローカルソフトウェアアプリケーションを実行
するようにプログラムされるプロセッサユニットを含む。前記プロセッサユニットは更に
、前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバに転送すべき
かどうかを判断するようにプログラムされ、そして前記アプリケーションメッセージを前
記リモートアプリケーションサーバに転送すべきではない場合に、前記アプリケーション
メッセージを前記ローカルソフトウェアアプリケーションに宛先を変更して送信するよう
にプログラムされる。前記ローカルソフトウェアアプリケーションは前記コンピュータシ
ステムと、前記リモートソフトウェアアプリケーションが前記コンピュータシステムと対
話する形式と区別できない形式で対話する。前記ゲートウェイ装置では、前記ビークル通
信ユニットは、前記アプリケーションメッセージを、ビークルセンサデータを受信するこ
とにより少なくとも部分的に受信するように構成することができる。
【０００６】
　更に別の態様では、コンピュータ実行可能コンポーネント群を有する１つ以上のコンピ
ュータ可読媒体が提供される。前記コンポーネント群は、ローカルソフトウェアアプリケ
ーションコンポーネントと、ビークル通信インターフェースコンポーネントと、そしてル
ーティングコンポーネントと、を含む。前記少なくとも１つのプロセッサユニットによっ
て実行されると、前記ローカルソフトウェアアプリケーションコンポーネントによって、
前記少なくとも１つのプロセッサユニットがローカルソフトウェアアプリケーションを実
行するようになる。前記少なくとも１つのプロセッサユニットによって実行されると、前
記ビークル通信インターフェースコンポーネントによって、前記少なくとも１つのプロセ
ッサユニットが、ビークルに搭載されるコンピュータシステムから送信されるアプリケー
ションメッセージを受信するようになる。前記少なくとも１つのプロセッサユニットによ
って実行されると、前記ルーティングコンポーネントによって、前記少なくとも１つのプ
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ロセッサユニットが、前記アプリケーションメッセージを、前記アプリケーションメッセ
ージに関連するリモートソフトウェアアプリケーションを供給するリモートアプリケーシ
ョンサーバに転送すべきかどうかを判断し、そして前記アプリケーションメッセージを前
記リモートアプリケーションサーバに転送すべきではない場合に、前記アプリケーション
メッセージを、前記ローカルソフトウェアアプリケーションに宛先を変更して送信するよ
うになる。前記アプリケーションメッセージは第１アプリケーションメッセージであり、
前記ローカルソフトウェアアプリケーションは第２アプリケーションメッセージを、前記
第１アプリケーションメッセージに基づいて生成し、そして前記コンポーネント群は更に
、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）インターフェースコンポーネントを備え、前記Ｗ
ＡＮインターフェースコンポーネントが少なくとも１つのプロセッサユニットによって実
行されると、前記ＷＡＮインターフェースコンポーネントによって、前記少なくとも１つ
のプロセッサユニットが、前記第２アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケ
ーションサーバに転送するようになる。前記ルーティングコンポーネントによって更に、
前記少なくとも１つのプロセッサユニットは、前記ビークルに搭載される前記コンピュー
タシステムから、前記リモートアプリケーションサーバに関連するネームに対応するネッ
トワークアドレス宛てのリクエストを受信し；そして前記リクエストを受信すると、前記
ローカルソフトウェアアプリケーションに対応するネットワークアドレスを前記コンピュ
ータシステムに送信することにより、前記アプリケーションメッセージを前記ローカルソ
フトウェアアプリケーションに宛先を変更して送信するようになる。
【０００７】
　説明してきた特徴、機能、及び利点は、種々の実施形態において個別に実現することが
できる、または更に他の実施形態において組み合わせることができ、これらの実施形態に
ついての更なる詳細は、次の説明及び以下の図面を参照することにより理解することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、例示的なコンピュータシステムのブロック図である。
【図２】図２は、１つ以上のビークルと１つ以上のリモートアプリケーションサーバとの
間の通信に使用することができる例示的なシステムを示すブロック図である。
【図３】図３は、図２に示すシステムに使用することができる例示的なゲートウェイ装置
のソフトウェアコンポーネント群を示すブロック図である。
【図４】図４は、ビークルとリモートアプリケーションサーバとの間の通信に使用される
例示的な方法のフローチャートである。
【図５】図５は、データをリモートアプリケーションサーバに送信するために使用される
例示的な方法のフローチャートである。
【図６】図６は、図３に示すゲートウェイ装置を設定するために使用される例示的なユー
ザインターフェースである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　記載される実施形態は、ビークルに搭載される１つ以上のコンピュータシステムと１つ
以上のリモートアプリケーションサーバとの間の通信に関するものである。ビークルとし
て、これらにのみ限定されないが、航空機、水上輸送船舶、装輪車両、及び／又は装軌車
両を挙げることができる。
【００１０】
　例示的な実施形態では、ゲートウェイ装置は、ビークルに搭載されるコンピュータシス
テム群に対応する無線アクセスポイントとして動作する。コンピュータシステム群から送
信され、そしてリモートアプリケーションサーバ群を宛先とするアプリケーションメッセ
ージは、ゲートウェイ装置によって受信される。各アプリケーションメッセージに関して
、ゲートウェイ装置が、対応するリモートアプリケーションサーバとのアップリンク接続
を確立することができる場合、当該アプリケーションメッセージは当該リモートアプリケ
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ーションサーバに転送される。アップリンク接続を確立することができない場合、当該ア
プリケーションメッセージは、ローカルソフトウェアアプリケーションを宛先として変更
して送信され、このローカルソフトウェアアプリケーションをその後、アップリンク接続
を確立することができると、リモートアプリケーションサーバと同期させることができる
。
【００１１】
　本明細書において使用されるように、アプリケーションメッセージは、コンピュータシ
ステムが実行するソフトウェアアプリケーションによって行なわれる通信（例えば、情報
、リクエスト、またはコマンド）として定義される。アプリケーションメッセージは、同
じコンピュータシステムが実行する、または異なるコンピュータシステムが実行する別の
ソフトウェアアプリケーションが受信するように当該別のソフトウェアアプリケーション
を宛先とすることができる。アプリケーションメッセージ群は、例えばビークルセンサデ
ータ（例えば、センサ読み取り値）、ビークルに関連するイベント（例えば、ビークル制
御イベント）、テレメトリーデータ、金銭取引（例えば、ビークル搭乗時に行なわれる購
入）、及び／又はビークルの運転に関連する任意の他の情報について記述することができ
る。
【００１２】
　図１は、例示的なコンピュータシステム１００のブロック図である。例示的な実施形態
では、コンピュータシステム１００は通信ファブリック１０２を含み、通信ファブリック
１０２は、プロセッサユニット１０４、メモリ１０６、永続性記憶装置１０８、通信ユニ
ット１１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）ユニット１１２、及びディスプレイ１１４のような提
示インターフェースの間の通信を可能にする。更に、または別の構成として、提示インタ
ーフェースは、オーディオデバイス（図示せず）、及び／又は情報をユーザに伝えること
ができる任意のデバイスを含むことができる。
【００１３】
　プロセッサユニット１０４は、メモリ１０６に読み込むことができるソフトウェア命令
群を実行する。プロセッサユニット１０４は、特定の実施形態によって異なるが、一連の
１つ以上のプロセッサとすることができる、または複数のプロセッサコアを含むことがで
きる。更に、プロセッサユニット１０４は、１つ以上の異種プロセッサシステムを用いて
実現することができ、これらの異種プロセッサシステムでは、主プロセッサは、副プロセ
ッサ群と一緒に１つのチップ上に設けられる。別の実施形態では、プロセッサユニット１
０４は、同じ種類の複数のプロセッサを含む同種プロセッサシステムとすることができる
。
【００１４】
　メモリ１０６及び永続性記憶装置１０８は記憶装置の例である。本明細書において使用
されるように、記憶装置とは、情報を一時的に、そして／または永久に保存することがで
きる任意の個数のハードウェアである。メモリ１０６は、例えばこれらには限定されない
が、ランダムアクセスメモリ、及び／又は任意の他の適切な揮発性または不揮発性記憶装
置とすることができる。永続性記憶装置１０８は、特定の実施形態によって異なるが、種
々の形態を採ることができ、そして永続性記憶装置１０８は、１つ以上のコンポーネント
またはデバイスを含むことができる。例えば、永続性記憶装置１０８は、ハードドライブ
、フラッシュメモリ、再書き込み可能な光ディスク、再書き込み可能な磁気テープ、及び
／又は上に列挙した要素の或る組み合わせとすることができる。永続性記憶装置１０８が
使用する媒体は取り外し可能とすることもできる。例えば、これに限定されないが、取り
外し可能なハードドライブを永続性記憶装置１０８に使用することができる。
【００１５】
　メモリ１０６及び／又は永続性記憶装置１０８のような記憶装置は、データを保存して
、本明細書において記載されるプロセスに使用するように構成することができる。例えば
、記憶装置は、仮想マシンに関連する実行可能命令群、及び／又はローカルソフトウェア
アプリケーション、アプリケーションメッセージ群、ローカルソフトウェアアプリケーシ
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ョンに関連するデータ、ルーティングコンフィギュレーションデータ（例えば、リモート
アプリケーションサーバ群からローカルソフトウェアアプリケーション群へのマッピング
）、仮想マシンコンフィギュレーションデータ、ローカルソフトウェアアプリケーション
コンフィギュレーションデータ、及び／又はトラフィックシェーピングコンフィギュレー
ションデータ（例えば、リモートソフトウェアアプリケーション群に関連する優先度）を
保存することができる。
【００１６】
　通信ユニット１１０はこれらの例では、他のコンピュータシステム群またはデバイス群
との通信を可能にする。例示的な実施形態では、通信ユニット１１０は、ネットワークイ
ンターフェースカードである。通信ユニット１１０は、物理通信リンク及び無線通信リン
クの何れか、または両方を使用することにより、通信を行なうことができる。
【００１７】
　入力／出力ユニット１１２によって、データを、コンピュータシステム１００に接続す
ることができる他のデバイス群との間で入出力することができる。例えば、これらには限
定されないが、入力／出力ユニット１１２は、接続を可能にすることにより、ユーザ入力
を、キーボード及び／又はマウスのようなユーザ入力デバイスを介して行うことができる
。更に、入力／出力ユニット１１２は、出力をプリンタに送出することができる。ディス
プレイ１１４は、情報をユーザに対して表示する機構となる。例えば、ディスプレイ１１
４のような提示インターフェースは、本明細書において記載されるこれらのインターフェ
ースのようなグラフィカルユーザインターフェースを表示することができる。
【００１８】
　オペレーティングシステム用命令群、及びアプリケーション群またはプログラム群は、
永続性記憶装置１０８に格納される。これらの命令は、メモリ１０６に読み込むことによ
り、プロセッサユニット１０４によって実行することができる。異なる実施形態のプロセ
スは、プロセッサユニット１０４によって、コンピュータ実行命令群及び／又はコンピュ
ータ実行可能命令群を使用して実行することができ、これらのコンピュータ命令は、メモ
リ１０６のようなメモリに格納することができる。これらの命令は、本明細書では、プロ
セッサユニット１０４内のプロセッサが読み取り、そして実行することができるプログラ
ムコード（例えば、オブジェクトコード及び／又はソースコード）と表記される。プログ
ラムコードは異なる実施形態では、メモリ１０６または永続性記憶装置１０８のような異
なる物理コンピュータ可読媒体または有形コンピュータ可読媒体で具体化することができ
る。
【００１９】
　プログラムコード１１６は、選択的に取り外すことができるコンピュータ可読媒体１１
８に関数形式で格納することができ、そしてコンピュータシステム１００に読み込むか、
または転送することによりプロセッサユニット１０４によって実行することができる。プ
ログラムコード１１６及びコンピュータ可読媒体１１８は、コンピュータプログラム製品
１２０をこれらの例において構成する。１つの例では、コンピュータ可読媒体１１８は、
例えば光ディスクまたは磁気ディスクのような有形媒体とすることができ、この有形媒体
を、永続性記憶装置１０８の一部であるドライブまたは他のデバイスに挿入するか、また
は収納することにより、永続性記憶装置１０８の一部であるハードドライブのような記憶
装置に移送することができる。有形媒体では、コンピュータ可読媒体１１８は、コンピュ
ータシステム１００に接続されるハードドライブ、サムドライブ、またはフラッシュメモ
リのような永続性記憶装置の形態を採ることもできる。有形のコンピュータ可読媒体１１
８は、コンピュータ記録可能記憶媒体と表記することもできる。幾つかの例では、コンピ
ュータ可読媒体１１８は、取り外し可能とする必要はない。
【００２０】
　別の構成として、プログラムコード１１６はコンピュータシステム１００に、コンピュ
ータ可読媒体１１８から通信リンクを介して転送して通信ユニット１１０に送信すること
ができる、そして／または接続を介して転送して入力／出力ユニット１１２に送信するこ
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とができる。通信リンク及び／又は接続は、これらの例示的な例では、物理リンク及び／
又は物理接続、または無線リンク及び／又は無線接続とすることができる。コンピュータ
可読媒体は、プログラムコードを伝送する通信リンクまたは無線伝送媒体のような無形媒
体の形態を採ることもできる。
【００２１】
　幾つかの例示的な実施形態では、プログラムコード１１６はネットワークを経由して、
別のデバイスから永続性記憶装置１０８に、またはコンピュータシステムにダウンロード
して、コンピュータシステム１００内で使用することができる。例えば、サーバコンピュ
ータシステム内のコンピュータ可読記憶媒体に格納されるプログラムコードはネットワー
クを経由して、サーバからコンピュータシステム１００にダウンロードすることができる
。プログラムコード１１６を供給するコンピュータシステムは、サーバコンピュータ、ワ
ークステーション、クライアントコンピュータ、またはプログラムコード１１６を格納し
、そして送信することができる他の或るデバイスとすることができる。
【００２２】
　プログラムコード１１６は、体系化することにより、機能的に関連付けられるコンピュ
ータ実行可能コンポーネント群とすることができる。例えば、プログラムコード１１６は
、ビークル通信コンポーネント、ＷＡＮインターフェースコンポーネント、ローカルアプ
リケーションコンポーネント、ルーティングコンポーネント、アクセス制御コンポーネン
ト、トラフィックシェーパ－コンポーネント、制御ユーザインターフェースコンポーネン
ト、及び／又は本明細書において記載される方法に適する任意のコンポーネントを含むこ
とができる。各コンポーネントはコンピュータ実行可能命令群を含むことができ、これら
のコンピュータ実行可能命令がプロセッサユニット１０４により実行されると、これらの
コンピュータ実行可能命令によってプロセッサユニット１０４が、本明細書において記載
される操作群のうちの１つ以上の操作を実行するようになる。
【００２３】
　コンピュータシステム１００に関して本明細書において図示される異なる構成要素は、
異なる実施形態を実現することができる態様に構造上の制約を付与するために図示してい
るのではない。異なる例示的な実施形態は、コンピュータシステム１００に関して図示さ
れるこれらの構成要素の他に、または代わりに、種々の構成要素を含むコンピュータシス
テムにおいて実現することができる。図１に示す他の構成要素群は、図示の例示的な例か
ら変えることができる。
【００２４】
　一例として、コンピュータシステム１００の記憶装置は、データを保存することができ
る任意のハードウェア装置である。メモリ１０６、永続性記憶装置１０８、及びコンピュ
ータ可読媒体１１８は、有形の記憶装置の例である。
【００２５】
　別の例では、バスシステムを使用して、通信ファブリック１０２を実現することができ
、そしてシステムバスまたは入力／出力バスのような１つ以上のバスを含むことができる
。勿論、バスシステムは、当該バスシステムに接続される異なるコンポーネント群または
デバイス群の間のデータ転送を可能にする任意の適切なタイプのアーキテクチャを用いて
実現することができる。更に、通信ユニットは、データを送受信するために使用される、
モデムまたはネットワークアダプターのような１つ以上のデバイスを含むことができる。
更に、メモリは、例えばこれらには限定されないが、メモリ１０６とするか、または通信
ファブリック１０２に含めることができるインターフェース及びメモリコントローラハブ
に設置されるようなキャッシュとすることができる。
【００２６】
　図２は、１つ以上のビークル２０５と、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）２１５の
一部である１つ以上のリモートアプリケーションサーバ２１０との間の通信に使用される
例示的なシステム２００を示すブロック図である。例示的な実施形態では、ビークル２０
５に搭載されるビークルコンピュータシステム２２０は、１つ以上のソフトウェアアプリ
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ケーション（図示せず）を実行し、これらのソフトウェアアプリケーションは、アプリケ
ーションメッセージ群を、リモートアプリケーションサーバ２１０が実行する１つ以上の
ソフトウェアアプリケーション２２５に送信する。リモートアプリケーションサーバ群２
１０及びビークルコンピュータシステム２２０は、コンピュータシステム１００（図１に
示す）とは別体の例である。
【００２７】
　ビークルコンピュータシステム２２０は、アプリケーションメッセージ群を、リモート
アプリケーションサーバ２１０にネットワーク２３０を介して送信するように構成するこ
とができる。例えば、ビークルコンピュータシステム２２０は、ネットワーク２３０との
直接接続を、通信ユニット１１０（図１に示す）を用いて通信規格（例えば、ＡＲＩＮＣ
規格８２２、及び／又はＩＥＥＥ　８０２．１１規格）に従って確立することができる（
ＡＲＩＮＣは、メリーランド州アナポリスに本社を置くＡＲＩＮＣ社の商標である。ＩＥ
ＥＥは、ニューヨーク州ニューヨークに本部がある米国電気電子技術者協会の商標である
）。
【００２８】
　幾つかのシナリオでは、ネットワーク２３０に、ビークルコンピュータシステム２２０
がアクセスすることができない。例えば、ビークルコンピュータシステム２２０は、リモ
ートアプリケーションサーバ群２１０と、ネットワーク２３０に接続される無線アクセス
ポイント（図示せず）を介して通信するように構成することができ、そしてこのような無
線アクセスポイントは、無線ネットワークインフラストラクチャを持たない空港、または
無線ネットワークを操作することができない空港のような場所では利用することができな
い。
【００２９】
　従って、例示的な実施形態では、システム２００は、ゲートウェイ装置２３５、すなわ
ちコンピュータシステム１００の別の例を含み、このゲートウェイ装置２３５は、ビーク
ルコンピュータシステム２２０との通信に使用される。例示的な実施形態では、ゲートウ
ェイ装置２３５は、ビークルコンピュータシステム２２０と、ビークル通信ユニット２４
０を介して通信し、そしてネットワーク２３０とＷＡＮ通信ユニット２４５を介して通信
する。ビークル通信ユニット２４０及びＷＡＮ通信ユニット２４５は、通信ユニット１１
０（図１に示す）の単一の例、または通信ユニット１１０とは別体の例である。幾つかの
実施形態では、ビークル通信ユニット２４０は、ビークルコンピュータシステム２２０と
第１通信規格（例えば、ＡＲＩＮＣ規格８２２、及び／又はＩＥＥＥ　８０２．１１規格
）を用いて通信し、そしてネットワーク２３０と第２通信規格（例えば、Ｅｔｈｅｒｎｅ
ｔ（登録商標）、ＧＳＭ（登録商標）のような携帯電話通信規格、及び／又はＩＥＥＥ　
８０２．１１規格）を用いて通信する。（ＧＳＭは、英国のロンドンに本部があるＧＳＭ
協会の商標である）。他の実施形態では、ビークル通信ユニット２４０及びＷＡＮ通信ユ
ニット２４５は、同じ通信規格を用いることができる。
【００３０】
　例示的な実施形態では、ゲートウェイ装置２３５は、ゲートウェイ装置２３５が１つ以
上のビークル２０５に接近している（例えば、１つ以上のビークル２０５の無線通信範囲
に位置している）状態で、１つ以上のビークルコンピュータシステム２２０と無線通信す
る。リモートアプリケーションサーバ群２１０は、ビークル２０５、ゲートウェイ装置２
３５、及び／又は互いから離れて位置することができる。
【００３１】
　ビークルコンピュータシステム群２２０がネットワーク２３０と直接接続することがで
きない場合でも、ゲートウェイ装置２３５によって、アプリケーションメッセージ群をビ
ークルコンピュータシステム群２２０からリモートソフトウェアアプリケーション群２２
５にネットワーク２３０を介して送信することができる。このような通信について、図３
～５を参照しながら以下に説明する。
【００３２】
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　幾つかの実施形態では、ゲートウェイ装置２３５はコンピュータシステム１００であり
、このコンピュータシステム１００は、リモートソフトウェアアプリケーション群２２５
との通信を容易にする他に、１つ以上のビークル関連サービスを提供する。例えば、ゲー
トウェイ装置２３５はメンテナンスラップトップとすることができ、このメンテナンスラ
ップトップは、ビークル２０５に関連するメンテナンスタスクをスケジューリングし、そ
して記録する。ゲートウェイ装置２３５は、ビークル２０５に搭載されるように配置する
ことができる。更に、または別の構成として、ゲートウェイ装置２３５は、空港のような
整備施設に配置することができ、そして複数のビークル２０５のビークルコンピュータシ
ステム群２２０と通信するように構成することができる。例えば、ゲートウェイ装置２３
５は、空港のゲートに配置して、ゲートウェイ装置２３５が、当該ゲート、及び１つ以上
の隣接ゲートに位置するビークル群２０５の通信範囲に位置するようにすることができる
。
【００３３】
　図３は、システム２００に用いることができる例示的なゲートウェイ装置２３５のソフ
トウェアコンポーネント群を示すブロック図である。図４は、ビークル２０５とリモート
アプリケーションサーバ２１０（図２に示す）との間の通信に用いることができる例示的
な方法４００のフローチャートである。図５は、データをリモートアプリケーションサー
バ２１０に送信する際に用いられる例示的な方法４５０のフローチャートである。
【００３４】
　図２及び３を参照するに、例示的な実施形態では、ゲートウェイ装置２３５は、ビーク
ルコンピュータシステム２２０とビークル通信ユニット２４０を介して通信するビークル
通信インターフェースコンポーネント３０５を含む。ゲートウェイ装置２３５は更に、ネ
ットワーク２３０とＷＡＮ通信ユニット２４５を介して通信するＷＡＮインターフェース
コンポーネント３１０を含む。
【００３５】
　図３及び４を参照するに、ゲートウェイ装置２３５は、リモートソフトウェアアプリケ
ーション群２２５（図２に示す）に対応する１つ以上のローカルソフトウェアアプリケー
ション３１５を実行する（操作４０５）。例示的な実施形態では、ゲートウェイ装置２３
５は、１つ以上の仮想マシン３２５を実行するローカルアプリケーションコンポーネント
３２０を含む。仮想マシン３２５が今度は、１つ以上のローカルソフトウェアアプリケー
ション３１５を実行する（操作４０５）。ローカルソフトウェアアプリケーション３１５
は、ビークルコンピュータシステム２２０（図２に示す）と、リモートソフトウェアアプ
リケーション２２５がビークルコンピュータシステム２２０と対話する方法とは区別でき
ない方法で対話するように動作することができる。
【００３６】
　動作状態では、ビークル通信インターフェースコンポーネント３０５は、アプリケーシ
ョンメッセージをビークルコンピュータシステム２２０から受信する（操作４１０）。ア
プリケーションメッセージは、リモートアプリケーションサーバ２１０（図２に示す）か
ら供給されるリモートソフトウェアアプリケーション２２５に関連付けられる。例えば、
アプリケーションメッセージは、ネーム（例えば、ホストネーム）、ネットワークアドレ
ス、及び／又はリモートアプリケーションサーバ２１０に関連するメッセージキュー宛て
とすることができる。
【００３７】
　ルーティングコンポーネント３３０は、アプリケーションメッセージをリモートアプリ
ケーションサーバ２１０に転送すべきかどうかについて判断する（操作４１５）。例示的
な実施形態では、ルーティングコンポーネント３３０は、即時転送が適切であるかどうか
を、アプリケーションメッセージに関連する宛先アドレスに少なくとも部分的に基づいて
判断する（操作４１５）。例えば、宛先アドレスが、ローカルソフトウェアアプリケーシ
ョン３１５に対応しないリモートソフトウェアアプリケーション２２５に関連する場合、
ルーティングコンポーネント３３０は、即時転送が適切であると判断することができる。
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このような実施形態によって、ゲートウェイ装置２３５にキャッシュすることができない
アプリケーションメッセージの即時転送が容易になる。１つの実施形態では、ルーティン
グコンポーネント３３０は、宛先アドレスが、ローカルソフトウェアアプリケーション３
１５に正に対応するリモートソフトウェアアプリケーション２２５に関連する場合に、即
時転送が適切ではないと判断する（操作４１５）。
【００３８】
　ルーティングコンポーネント３３０が、アプリケーションメッセージを転送すべきであ
ると判断する（操作３１５）と、ルーティングコンポーネント３３０は、アプリケーショ
ンメッセージをリモートアプリケーションサーバ２１０に転送する（操作４２０）。例え
ば、ルーティングコンポーネント３３０は、アプリケーションメッセージを、ＷＡＮイン
ターフェースコンポーネント３１０を介して転送する（操作４２０）ことができる。幾つ
かの実施形態では、アプリケーションメッセージをリモートアプリケーションサーバ２１
０に転送する操作４２０では、アプリケーションメッセージに対する応答を、リモートア
プリケーションサーバ２１０から受信し、そして当該応答をビークルコンピュータシステ
ム２２０に、ビークル通信インターフェースコンポーネント３０５を介して転送する。
【００３９】
　ルーティングコンポーネント３３０が、アプリケーションメッセージを転送すべきでは
ないと判断する（操作４１５）と、ルーティングコンポーネント３３０はアプリケーショ
ンメッセージを、内部ネットワーク３３５を介して、ローカルソフトウェアアプリケーシ
ョン３１５に宛先を変更して送信する。例示的な実施形態では、ローカルソフトウェアア
プリケーション３１５は、内部ネットワーク３３５に対応するネットワークアドレスに関
連する仮想マシン３２５内で実行される。例えば、内部ネットワーク３３５は、ソフトウ
ェアコンポーネントとして実現することができ、そして各仮想マシン３２５は、内部ネッ
トワーク３３５内の１つ以上の「仮想」アドレスに関連付けることができる。幾つかの実
施形態では、アプリケーションメッセージをローカルソフトウェアアプリケーション３１
５に宛先を変更して送信する操作４２５では、アプリケーションメッセージに対する応答
を、ローカルソフトウェアアプリケーション３１５から受信し、そして当該応答をビーク
ルコンピュータシステム２２０に、ビークル通信インターフェースコンポーネント３０５
を介して転送する。
【００４０】
　幾つかの実施形態では、ルーティングコンポーネント３３０は、アプリケーションメッ
セージを転送すべきかどうかを、アップリンク接続状態に少なくとも部分的に基づいて判
断する（操作４１５）。例えば、ＷＡＮインターフェースコンポーネント３１０は、リモ
ートアプリケーションサーバ２１０とのアップリンク接続を確立することができるかどう
かを判断する。１つの実施形態では、ＷＡＮインターフェースコンポーネント３１０は、
アップリンク接続を確立することができるかどうかを、ネットワーク２３０（図２に示す
）とのアップリンク接続を確立することができるかどうかを判断することにより、繰り返
し（例えば、定期的に、継続的に、またはメッセージを送信しようとするときに）判断す
る。このような実施形態では、リモートアプリケーションサーバ２１０とのアップリンク
接続を確立することができる場合、ルーティングコンポーネント３３０は、アプリケーシ
ョンメッセージをリモートアプリケーションサーバ２１０に転送する（操作４２０）こと
ができる。リモートアプリケーションサーバ２１０とのアップリンク接続を確立すること
ができない場合、ルーティングコンポーネント３３０は、アプリケーションメッセージを
ローカルソフトウェアアプリケーション３１５に宛先を変更して送信する（操作４２５）
。
【００４１】
　幾つかの実施形態では、ルーティングコンポーネント３３０は、ルーティングドメイン
ネームシステム（ＤＮＳ）コンポーネント３４０と、そしてプレルーティングコンポーネ
ント３４５と、を含む。アップリンク接続を確立させることができない場合に、ルーティ
ングＤＮＳコンポーネント３４０及びプレルーティングコンポーネント３４５によって、
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アプリケーションメッセージを、仮想マシン３２５及び／又はローカルソフトウェアアプ
リケーション３１５に関連するネットワークアドレスに宛先を変更して送信する（操作４
２５）ことができる。本明細書において使用されるように、ネットワークアドレスとは、
これにのみ限定されないが、インターネットプロトコル（ＩＰ）バージョン４（ＩＰｖ４
）アドレスまたはＩＰバージョン６（ＩＰｖ６）アドレスのような数値アドレスを含むこ
とができる。
【００４２】
　ルーティングＤＮＳコンポーネント３４０によって、リモートアプリケーションサーバ
２１０及び／又はリモートアプリケーション２２５に対応するネームをネットワークアド
レスに変換することができる。１つの実施形態では、ビークル通信インターフェースコン
ポーネント３０５は、リモートアプリケーションサーバ２１０に対応するネットワークア
ドレス宛てのリクエストを、ビークルコンピュータシステム２２０から受信する。リモー
トアプリケーションサーバ２１０とのアップリンク接続を確立することができる場合、ル
ーティングＤＮＳコンポーネント３４０はビークルコンピュータシステム２２０に、ネッ
トワークアドレスリクエストが行なわれると、リモートアプリケーションサーバ２１０に
関連するネットワークアドレスを送信する。アップリンク接続を確立することができない
場合、ルーティングＤＮＳコンポーネント３４０は、ネットワークアドレスリクエストが
行なわれると、仮想マシン３２５及び／又はローカルソフトウェアアプリケーション３１
５に対応するネットワークアドレスをビークルコンピュータシステム２２０に送信するこ
とにより、アプリケーションメッセージを、宛先を変更して送信する（操作４２５）。ビ
ークルコンピュータシステム２２０はそれに続いて、当該ネットワークアドレス宛てのア
プリケーションメッセージを送信し、そしてルーティングＤＮＳコンポーネント３４０は
、当該アプリケーションメッセージを、仮想マシン３２５及び／又はローカルソフトウェ
アアプリケーション３１５に、内部ネットワーク３３５を介して転送する。
【００４３】
　別の実施形態では、ビークル通信インターフェースコンポーネント３０５は、ビークル
コンピュータシステム２２０から、リモートアプリケーションサーバ２１０及び／又はリ
モートソフトウェアアプリケーション２２５に対応するネーム（ホストネーム及び／又は
メッセージキューネーム）宛のアプリケーションメッセージを受信する。リモートアプリ
ケーションサーバ２１０とのアップリンク接続を確立することができる場合、ルーティン
グＤＮＳコンポーネント３４０はアプリケーションメッセージを、リモートアプリケーシ
ョンサーバ２１０に対応するネットワークアドレスに転送する（操作４２０）。アップリ
ンク接続を確立することができない場合、ルーティングＤＮＳコンポーネント３４０はア
プリケーションメッセージを、当該アプリケーションメッセージを仮想マシン３２５及び
／又はローカルソフトウェアアプリケーション３１５に対応するネットワークアドレスに
転送することにより、宛先を変更して送信する（操作４２５）。
【００４４】
　プレルーティングコンポーネント３４５によって、リモートアプリケーションサーバ２
１０に対応するネットワークアドレスを、仮想マシン３２５及び／又はローカルソフトウ
ェアアプリケーション３１５に対応するネットワークアドレスに変換することができる。
１つの実施形態では、ビークル通信インターフェース３０５は、リモートアプリケーショ
ンサーバ２１０に対応する宛先ネットワークアドレスに関連するアプリケーションメッセ
ージを受信する。リモートアプリケーションサーバ２１０とのアップリンク接続を確立す
ることができる場合、プレルーティングコンポーネント３４５によって、アプリケーショ
ンメッセージをリモートアプリケーションサーバ２１０に転送することができる（操作４
２０）。例えば、プレルーティングコンポーネント３４５は、アップリンク接続を確立す
ることができる場合に、アクションを起こさない、そして／またはアプリケーションメッ
セージをルーティングＤＮＳコンポーネント３４０またはＷＡＮインターフェース３１０
に単に転送するだけで済ませることができる。アップリンク接続を確立することができな
い場合、プレルーティングコンポーネント３４５は、アプリケーションメッセージを仮想
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マシン３２５及び／又はローカルソフトウェアアプリケーション３１５に対応するネット
ワークアドレスに転送することにより少なくとも部分的に、アプリケーションメッセージ
をローカルソフトウェアアプリケーションに宛先を変更して送信する（操作４２５）。
【００４５】
　アプリケーションメッセージをローカルソフトウェアアプリケーション３１５に宛先を
変更して送信する（操作４２５）と、ローカルソフトウェアアプリケーション３１５は、
アプリケーションメッセージを受信し、そしてアプリケーションメッセージに含まれるデ
ータを保存する（操作４３０）、または「キャッシュする」。例えば、データは、メモリ
１０６及び／又は永続性記憶装置１０８（図１に示す）に保存することができる（操作４
３０）。幾つかの実施形態では、アプリケーションメッセージも保存する（操作４３０）
。他の実施形態では、アプリケーションメッセージに含まれるデータを、データトランザ
クション（例えば、追加、更新、及び／又は消去）をアプリケーションメッセージに基づ
いて実行することにより保存する（操作４３０）。例えば、新規のセンサ読み取り値を示
すアプリケーションメッセージは、当該センサ読み取り値をメモリ１０６内の、または永
続性記憶装置１０８内のデータベースに追加することにより保存することができる（操作
４３０）。
【００４６】
　後の時点で、ＷＡＮインターフェースコンポーネント３１０は、リモートアプリケーシ
ョンサーバ２１０とのアップリンク接続を確立し、そしてローカルソフトウェアアプリケ
ーション３１５及び／又はローカルソフトウェアコンポーネント３２０は、保存データを
リモートソフトウェアアプリケーション２２５に同期させる（操作４３５）。方法４００
を繰り返し実行して、１つ以上のビークルコンピュータシステム２２０からの複数のアプ
リケーションメッセージを転送する、そして／またはキャッシュすることができる。
【００４７】
　幾つかの実施形態では、ゲートウェイ装置２３５は、ビークルコンピュータシステム２
２０による認証、権限付与、及び／又は課金を可能にするアクセス制御コンポーネント３
５０を含む。例えば、アクセス制御コンポーネント３５０はビークル通信インターフェー
ス３０５を、暗号鍵または暗号証明書のような所定の認証情報を供給するビークルコンピ
ュータシステム２２０との通信にのみ制限することができる。更に、アクセス制御コンポ
ーネント３５０は、ビークルコンピュータシステム２２０によるアクセスを、このような
認証情報に基づいて制限することができる。例えば、アクセス制御コンポーネント３５０
は、ゲートウェイ装置２３５が、アプリケーションメッセージを、ビークルコンピュータ
システム２２０が発行する認証情報によって認証されないリモートアプリケーションサー
バ２１０及び／又はリモートソフトウェアアプリケーション２２５に転送する（操作４２
０）ことを禁止する。１つの実施形態では、アクセス制御コンポーネント３５０は、リモ
ート認証ダイヤルインユーザサービス（ＲＡＤＩＵＳ）コンポーネントを含む。
【００４８】
　幾つかの実施形態によって、ゲートウェイ装置２３５によるアプリケーションメッセー
ジの送信の優先順位付け、または「ｓｈａｐｉｎｇ（シェーピング）」が容易になる。例
示的な実施形態では、ゲートウェイ装置は、トラフィックシェーパーコンポーネント３５
５を含む。アプリケーションメッセージをリモートアプリケーションサーバ２１０に転送
する（操作４２０）前に、トラフィックシェーパーコンポーネント３５５は、優先度をア
プリケーションメッセージに割り当て（操作４１７）、そしてアプリケーションメッセー
ジを送信キューに追加する（操作４１８）。幾つかの実施形態では、優先度は数値表現さ
れる（指定番号の絶対値に比例する、または逆比例する）、そして／または文章表現され
る（例えば、「低優先度」、「通常優先度」、及び「高優先度」）。
【００４９】
　図３～５を参照するに、例示的な実施形態では、方法４００及び方法４５０は、ゲート
ウェイ装置２３５によって同時に実行される。例えば、方法４００及び／又は４５０は、
別々のプロセス及び／又はスレッドにより実行することができる。
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【００５０】
　ＷＡＮインターフェース３１０は、アップリンク接続を確立することができることを上
記のように判断する（操作４５２）。トラフィックシェーパーコンポーネント３５５はア
プリケーションメッセージ群を、何れかのアプリケーションメッセージ群が送信キューに
含まれているかどうかを判断する（操作４５５）ことにより転送し（操作４２０）、そし
てアプリケーションメッセージが送信キューに含まれている場合に、最高の優先度が割り
当てられている（操作４１７）アプリケーションメッセージを、当該アプリケーションメ
ッセージに関連するリモートアプリケーションサーバ２１０に転送する（操作４６０）。
【００５１】
　更に、例示的な実施形態では、アップリンク接続を確立することができる場合、ローカ
ルソフトウェアアプリケーション３１５及び／又はローカルアプリケーションコンポーネ
ント３２０は、同期させる必要がある（操作４３５）何れかの保存データがあるかどうか
を判断する（操作４６５）ことにより、保存データをリモートソフトウェアアプリケーシ
ョン２２５に同期させ、そして同期させる必要がある何れかの保存データがある場合に、
保存データを含む１つ以上のアプリケーションメッセージを生成し、そして送信待ち状態
とする（操作４７０）。図４を参照して上に説明したように、アプリケーションメッセー
ジ群には優先度を、トラフィックシェーパーコンポーネント３５５によって割り当てる（
操作４１７）ことができる。
【００５２】
　例示的な実施形態では、ゲートウェイ装置２３５は、制御ユーザインターフェースコン
ポーネント３６０を含み、制御ユーザインターフェースコンポーネント３６０によってユ
ーザは、ゲートウェイ装置２３５によって実行されるコンポーネント群の動作を設定する
ことができる。図６は、ゲートウェイ装置２３５を設定するために使用される例示的なユ
ーザインターフェース５００である。ユーザインターフェース５００は、制御ユーザイン
ターフェースコンポーネント３６０（図３に示す）によって、ディスプレイ１１４（図１
に示す）を介して提示することができる。
【００５３】
　例示的な実施形態では、ユーザインターフェース５００は、第１リモートソフトウェア
アプリケーション５０５、第２リモートソフトウェアアプリケーション５１０、及び第３
リモートソフトウェアアプリケーション５１５に関するルーティング情報を含む。各リモ
ートソフトウェアアプリケーションに対応して、ユーザインターフェース５００は、リモ
ートソフトウェアアプリケーションを実行するアプリケーションサーバのネーム５２０、
ネットワークアドレス５２５、もしあるとした場合の対応するローカルソフトウェアアプ
リケーションのネットワークアドレス５３０、及び優先度５３５を表示する。
【００５４】
　当該例示的な実施形態では、ネットワークアドレス５２５及び５３０は、ホストネーム
または数値アドレス（例えば、ＩＰｖ４またはＩＰｖ６アドレス）の何れかとすることが
できるホストアドレス５４０、及びポート番号５４５の組み合わせである。優先度５３５
は、「通常優先度」または「高優先度」の何れかとして文字表現される。ユーザは、ユー
ザインターフェース５００に表示される種々値のうちの１つ以上の値を選択し、そして変
更して、ゲートウェイ装置２３５（図２及び３に示す）の動作を設定することができる。
更に、または別の構成として、ユーザインターフェース５００は１つ以上の値を自動的に
収集することができる。例えば、第３リモートソフトウェアアプリケーション５１５は、
ローカルソフトウェアアプリケーションのネットワークアドレス５３０に関連付けられな
い。従って、ユーザインターフェース５００は、第３リモートソフトウェアアプリケーシ
ョン５１５を高優先度５３５に関連付けることができる。このような実施形態によって、
対応するローカルソフトウェアアプリケーションが存在しない場合のリモートソフトウェ
アアプリケーションに関連するアプリケーションメッセージ群の配信に容易に優先度を持
たせることができる。
【００５５】
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　図２～６を参照するに、例示的な実施形態では、第１アプリケーションメッセージをビ
ークル通信インターフェース３０５が受信し（操作４１０）、そしてＷＡＮインターフェ
ース３１０は、第１アプリケーションメッセージを転送すべきであると判断する（操作４
１５）。トラフィックシェーパーコンポーネント３５５は、優先度を第１アプリケーショ
ンメッセージに、当該アプリケーションメッセージに関連する宛先（例えば、リモートア
プリケーションサーバ２１０及び／又はリモートソフトウェアアプリケーション２２５）
に基づいて割り当てる（操作４１７）。例えば、第１アプリケーションメッセージがリモ
ートソフトウェアアプリケーション５０５宛である場合、トラフィックシェーパーコンポ
ーネント３５５は、通常優先度を第１アプリケーションメッセージに、ユーザインターフ
ェース５００に表示される設定に基づいて割り当てる（操作４１７）。トラフィックシェ
ーパーコンポーネント３５５は、第１アプリケーションメッセージを送信キューに追加す
る（操作４１８）。
【００５６】
　第３ソフトウェアアプリケーション５１５宛の第２アプリケーションメッセージは、第
１アプリケーションメッセージが第１リモートソフトウェアアプリケーション５０５に転
送される（操作４２０）前に受信する（操作４１０）。第２アプリケーションメッセージ
は、第３リモートソフトウェアアプリケーション５１５宛であるので、トラフィックシェ
ーパーコンポーネント３５５は、高優先度を第２アプリケーションメッセージに、ユーザ
インターフェース５００に表示される設定に基づいて割り当て（操作４１７）、そして第
２アプリケーションメッセージを送信キューに追加する（操作４１８）。トラフィックシ
ェーパーコンポーネント３５５は、第１及び第２アプリケーションメッセージが送信キュ
ーで送信待ちになっていると判断する（操作４５５）。
【００５７】
　第２アプリケーションメッセージに、第１アプリケーションメッセージに割り当てられ
る（操作４１７）優先度よりも高い優先度が割り当てられている（操作４１７）ので、ト
ラフィックシェーパーコンポーネント３５５は、第２アプリケーションメッセージを、第
３リモートソフトウェアアプリケーション５１５に関連するネットワークアドレス５２５
に転送する（操作４６０）。続いて、トラフィックシェーパーコンポーネント３５５は、
第１アプリケーションメッセージのみが送信キューで送信待ちになっていると判断し（操
作４５５）、そして第１アプリケーションメッセージを、第１リモートソフトウェアアプ
リケーション５０５に関連するネットワークアドレス５２５に転送する（操作４６０）。
同様の手法を、保存データをリモートソフトウェアアプリケーション２２５と同期させる
操作（操作４３５）の一部として生成され、そして送信待ち状態となっている（操作４７
０）アプリケーションメッセージ群に対して実施することができる。
【００５８】
　本明細書において記載される実施形態によって、ビークルコンピュータシステムは、ビ
ークル関連データをアップロードして適切なリモートソフトウェアアプリケーションに、
ビークルコンピュータシステムが、このようなリモートソフトウェアアプリケーションを
供給するリモートアプリケーションサーバとのアップリンク接続を確立することができな
い場合でも最終的に配信することができる。提供される実施形態によって更に、ビークル
関連データの転送に対して、ユーザ定義設定に基づいて、そして／またはアプリケーショ
ンメッセージに関連するリモートソフトウェアアプリケーションに対応するローカルソフ
トウェアアプリケーションが存在しているかどうかに基づいて、容易に優先度を持たせる
ことができる。
【００５９】
　記述される本説明では、複数例を用いて、最良の形態を含む種々の実施形態を開示する
ことにより、この技術分野の当業者であれば必ず、これらの実施形態を実施することがで
き、任意のデバイスまたはシステムを作製し、そして使用し、そして任意の関連する方法
を実行することができるようにしている。特許可能な範囲は、請求項によって規定され、
そしてこの技術分野の当業者が想到することができる他の例を包含することができる。こ
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のような他の例は、請求項の範囲に、これらの他の例が、これらの請求項の文言とは異な
らない構造的要素群を有する場合に、またはこれらの他の例が、これらの請求項の文言と
は殆ど差がない等価な構造的要素群を含む場合に包含されるべきである。
 本発明は以下に記載する態様を含む。
（態様１）
　ビークルとリモートアプリケーションサーバとの間で通信する方法であって、前記方法
は：
　コンピュータシステムで、ビークルから送信されるアプリケーションメッセージを受信
することと、
　前記コンピュータシステムによって、前記アプリケーションメッセージを、前記アプリ
ケーションメッセージに関連するリモートソフトウェアアプリケーションを供給するリモ
ートアプリケーションサーバに転送すべきかどうかを判断することと、
　前記アプリケーションメッセージを転送すべきではない場合に、前記アプリケーション
メッセージを、前記コンピュータシステムによって実行されるローカルソフトウェアアプ
リケーションに宛先を変更して送信することと、
を含む、方法。
（態様２）
　前記ローカルソフトウェアアプリケーションは、前記アプリケーションメッセージに含
まれるデータを保存し、前記方法は更に、前記アプリケーションメッセージを、宛先を変
更して送信した後に：
　前記リモートアプリケーションサーバとのアップリンク接続を確立することと、
　前記保存データを、前記リモートアプリケーションサーバによって供給される前記リモ
ートソフトウェアアプリケーションと同期させることと、
を含む、態様１に記載の方法。
（態様３）
　更に、前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバに転送
すべきであると判断される場合に、前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプ
リケーションサーバに転送することを含む、態様１に記載の方法。
（態様４）
　アプリケーションメッセージを受信することは、前記ビークルから送信されるアプリケ
ーションメッセージを、第１通信規格を利用して受信することを含み、そして前記アプリ
ケーションメッセージを転送することは、前記アプリケーションメッセージを、第２通信
規格を利用して転送することを含む、態様３に記載の方法。
（態様５）
　前記アプリケーションメッセージは、複数のアプリケーションメッセージの第１アプリ
ケーションメッセージであり、前記方法は、
　優先度を前記第１アプリケーションメッセージに割り当てることと、
　前記第１アプリケーションメッセージを、前記複数のアプリケーションメッセージの第
２アプリケーションメッセージを転送する前に、前記第１アプリケーションメッセージに
割り当てられる前記優先度、及び前記第２アプリケーションメッセージに割り当てられる
優先度に少なくとも部分的に基づいて転送することと、
更にを含む、態様３に記載の方法。
（態様６）
　前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバに転送すべき
かどうかを判断することは、アップリンク接続を前記コンピュータシステムと前記リモー
トアプリケーションサーバとの間で確立することができるかどうかを判断することを含む
、態様１に記載の方法。
（態様７）
　ビークルとリモートアプリケーションサーバとの間の通信に使用されるゲートウェイ装
置であって、前記装置は：
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　アプリケーションメッセージをビークルに搭載されるコンピュータシステムから受信す
るように構成されるビークル通信ユニットであって、前記アプリケーションメッセージが
、リモートソフトウェアアプリケーションを供給するリモートアプリケーションサーバに
対応する宛先に関連付けられる、前記ビークル通信ユニットと、
　前記ビークル通信ユニットに接続されるプロセッサユニットと、を備え、前記プロセッ
サユニットは：
　　前記リモートソフトウェアアプリケーションに対応するローカルソフトウェアアプリ
ケーションを実行し；前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーション
サーバに転送すべきかどうかを判断し；そして前記アプリケーションメッセージを前記リ
モートアプリケーションサーバに転送すべきではない場合に、前記アプリケーションメッ
セージを前記ローカルソフトウェアアプリケーションに宛先を変更して送信するようにプ
ログラムされ、前記ローカルソフトウェアアプリケーションは前記コンピュータシステム
と、前記リモートソフトウェアアプリケーションが前記コンピュータシステムと対話する
形式と区別できない形式で対話する、ゲートウェイ装置。
（態様８）
　前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバに転送すべき
である場合に、前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバ
に転送するように構成されるワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）通信ユニットを更に備
える、態様７に記載のゲートウェイ装置。
（態様９）
　前記アプリケーションメッセージは、複数のアプリケーションメッセージの第１アプリ
ケーションメッセージであり、そして前記ＷＡＮ通信ユニットは、前記複数のアプリケー
ションメッセージの各アプリケーションメッセージを、前記アプリケーションメッセージ
に対応するリモートアプリケーションサーバに、前記対応するリモートアプリケーション
サーバとのアップリンク接続を確立することができる場合に転送するように更に構成され
る、態様８に記載のゲートウェイ装置。
（態様１０）
　前記プロセッサユニットは、
　優先度を前記複数のアプリケーションメッセージの各アプリケーションメッセージに、
前記アプリケーションメッセージに関連する宛先に基づいて割り当て、そして
　第１優先度が割り当てられる前記アプリケーションメッセージ群を、前記第１優先度よ
りも低い第２優先度が割り当てられる前記アプリケーションメッセージ群を転送する前に
転送するように更にプログラムされる、
態様９に記載のゲートウェイ装置。
（態様１１）
　記憶装置であって、前記アプリケーションメッセージが宛先を変更して送信されると、
前記ローカルソフトウェアアプリケーションが、前記記憶装置内のデータを更新する、前
記記憶装置と、
　ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）通信ユニットと、を更に備え、前記ＷＡＮ通信ユ
ニットは：
　　前記ローカルソフトウェアアプリケーションが前記データを更新した後に、前記リモ
ートアプリケーションサーバとのアップリンク接続を確立し、そして
　　前記更新データを前記リモートアプリケーションサーバに送信するように構成される
、
態様７に記載のゲートウェイ装置。
（態様１２）
　前記ローカルソフトウェアアプリケーションは、第１リモートソフトウェアアプリケー
ションに対応する第１ローカルソフトウェアアプリケーションであり、そして前記プロセ
ッサユニットは、
　前記第１ローカルソフトウェアアプリケーションを第１仮想マシン内で実行し、
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　第２リモートソフトウェアアプリケーションに対応する第２ローカルソフトウェアアプ
リケーションを第２仮想マシン内で実行し、
　アプリケーションメッセージ群を、前記第２リモートソフトウェアアプリケーションを
供給する第２リモートアプリケーションサーバに転送すべきかどうかを判断し、
　アプリケーションメッセージ群を前記第２リモートアプリケーションサーバに転送すべ
きではない場合に、前記第２リモートアプリケーションサーバに対応する宛先に関連する
アプリケーションメッセージ群を、前記第２ローカルソフトウェアアプリケーションに宛
先を変更して送信するように更にプログラムされる、
態様７に記載のゲートウェイ装置。
（態様１３）
　前記アプリケーションメッセージは、第１ビークルに搭載される第１コンピュータシス
テムから受信する第１アプリケーションメッセージであり、
　前記ビークル通信ユニットは、前記リモートアプリケーションサーバに対応する前記宛
先に関連する第２アプリケーションメッセージを、第２ビークルに搭載される第２コンピ
ュータシステムから受信するように更に構成され、そして
　前記プロセッサユニットは、前記第２アプリケーションメッセージを前記リモートアプ
リケーションサーバに転送すべきではない場合に、前記第２アプリケーションメッセージ
を前記ローカルソフトウェアアプリケーションに宛先を変更して送信するように更にプロ
グラムされる、
態様７に記載のゲートウェイ装置。
（態様１４）
　コンピュータ実行可能コンポーネント群を有する１つ以上のコンピュータ可読媒体であ
って、前記コンポーネント群は：
　ローカルソフトウェアアプリケーションコンポーネントであって、該ローカルソフトウ
ェアアプリケーションコンポーネントが前記少なくとも１つのプロセッサユニットによっ
て実行されると、前記ローカルソフトウェアアプリケーションコンポーネントによって、
前記少なくとも１つのプロセッサユニットがローカルソフトウェアアプリケーションを実
行するようになる、前記ローカルソフトウェアアプリケーションコンポーネントと、
　ビークル通信インターフェースコンポーネントであって、該ビークル通信インターフェ
ースコンポーネントが少なくとも１つのプロセッサユニットによって実行されると、前記
ビークル通信インターフェースコンポーネントによって、前記少なくとも１つのプロセッ
サユニットが、ビークルに搭載されるコンピュータシステムから送信されるアプリケーシ
ョンメッセージを受信するようになる、前記ビークル通信インターフェースコンポーネン
トと、
　ルーティングコンポーネントであって、該ルーティングコンポーネントが少なくとも１
つのプロセッサユニットによって実行されると、前記ルーティングコンポーネントによっ
て、前記少なくとも１つのプロセッサユニットが：
　　前記アプリケーションメッセージを、前記アプリケーションメッセージに関連するリ
モートソフトウェアアプリケーションを供給するリモートアプリケーションサーバに転送
すべきかどうかを判断し、そして
　　前記アプリケーションメッセージを前記リモートアプリケーションサーバに転送すべ
きではない場合に、前記アプリケーションメッセージを、前記ローカルソフトウェアアプ
リケーションに宛先を変更して送信するようになる、
１つ以上のコンピュータ可読媒体。
（態様１５）
　前記アプリケーションメッセージは、第１リモートソフトウェアアプリケーションに対
応する第１アプリケーションメッセージであり、そして前記ルーティングコンポーネント
によって、前記少なくとも１つのプロセッサユニットは、第２アプリケーションメッセー
ジを、該第２アプリケーションメッセージに関連する第２リモートソフトウェアアプリケ
ーションを供給する第２リモートアプリケーションサーバに転送するようになり、前記第
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２アプリケーションメッセージは、第１アプリケーションメッセージの後に受信され、そ
して前記コンピュータシステム実行可能コンポーネント群は更に、トラフィックシェーピ
ングコンポーネントを備え、該トラフィックシェーピングコンポーネントが少なくとも１
つのプロセッサユニットによって実行されると、前記トラフィックシェーピングコンポー
ネントによって、前記少なくとも１つのプロセッサユニットが：
　第１優先度を、前記第１リモートソフトウェアアプリケーションに関連付け、
　前記第１優先度よりも高い第２優先度を、前記第２リモートソフトウェアアプリケーシ
ョンに関連付け、そして
　前記第１アプリケーションメッセージを転送する前に、前記第２アプリケーションメッ
セージを、前記第１優先度及び前記第２優先度に基づいて転送するようになる、
態様１４に記載の１つ以上のコンピュータ可読媒体。

【図１】 【図２】
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